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町からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により
国民年金保険料の納付が困難な方へ
問 福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４　佐賀年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合は、臨時特例の時
限的措置として、納付が免除及び猶予される場合がありますので、福祉課保険年金係にご相談ください。

国民健康保険
傷病手当金を支給します
問 福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４

　国民健康保険の被保険者の方で被用者（給与の支払いを受けている方）が、新型コロナウイルス感染症に感染
したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のために労務に服することができない場合に、
傷病手当金を支給します。

【対象者】次の条件をすべて満たす方が対象です
　・国民健康保険の被保険者の方で被用者（給与の支払いを受けている方）
　・新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために労務
　　に服することができない方
　・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

【支給対象期間】
　労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日（4 日目）から労務に服することができな
　い期間のうち、就労を予定していた日

【支給額】
　（直近の継続した 3 か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数）× ２/ ３ × 支給対象日数
　※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を調整又は不支給となる場合があります。

【適用期間】
　令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで（入院等が継続する場合は、最長 1 年６か月まで）

【申請方法】
　申請書、事業主からの証明書、医療機関からの証明書（受診しなかった場合は不要）等
　※事前に電話でお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について

　社会福祉協議会では、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金にお悩みの方々へ向けた、緊急
小口資金等の特例貸付を受け付けていま
す。
　社会福祉協議会ホームページでも詳し
くご案内しています。下記 QR コードか
らご覧ください。

※問合せ・申込み先         基山町社会福祉協議会　☎９２－３３１１
　　　　　　　　　　　                                       　 基山町大字宮浦１００６－１

特例貸付について ▽
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中間検証を実施
第 5次基山町総合計画審議会委員を募集します

　第５次基山町総合計画の中間検証のため、総合計画審議会委員を募集します。
　総合計画審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について、調査及び審議を行うため、基山町総
合計画審議会条例に基づき設置されるもので、この審議会において、広く町民の皆様のご意見を反映するため、３
名の委員を公募します。

【募集内容】

問 総務企画課　総合計画推進係　☎９２－２１８８　　 ９２－２０８４　　sogokeikaku-1@town.kiyama.lg.jp申

募集人数 3 名

活動内容 総合計画に関する事項についての調査及び審議
※３～５回程度開催予定です。

報酬 会議１回につき　５，７００円

任期 総合計画に関する事項についての調査及び審議が終了するまでの期間
（令和２年８月から令和３年３月までの期間で実施予定）

応募資格 基山町に居住又は勤務の２０歳以上の方

▽申込方法
次の事項を記入した申込書を、持参、郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかの方法で総務企画課宛に申込みください。
・件名（「基山町総合計画審議会委員　申込み」）　　・氏名（ふりがな）　　・性別　　・年齢（申込日時点）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
・住所（勤務地が基山町の場合は、会社名及び会社所在地）　　・電話番号
・私が思う基山町の魅力と課題（４００字程度）
▽申込締切　６月２２日（月）
▽選考　申込書類の内容により選考させていただきます。

令和２年度基山町会計年度任用職員を募集します
問 総務企画課　給与係　☎９２－７９１５

職員採用

　町では、令和２年７月１日付け採用の会計年度任用職員を募集します。任期は、令和２年７月１日から令和３年３月
３１日までです。希望される方は、写真を貼った基山町会計年度任用職員任用申込書または、市販の履歴書に必要事
項を記載の上、基山町総務企画課へ提出してください（郵送可）。有資格者の方は、資格を証明するものの写しを添付
してください。詳しい業務内容については、担当課へお問い合わせください。
▽申込資格
　年齢・性別・住居要件については不問ですが、次のいずれかに該当する人は応募できません。
　・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　・基山町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張
　　する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
▽採用方法
　申込み後は、任用候補者として登録され、書類選考又は面接を行い、任用します。地方公務員法の規定に基づき、
採用時はすべて条件付のものとし、採用後１か月を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採
用となります。　※一会計年度内に任用が決まらない場合は、登録が失効しますので、再度の申込みが必要となります。
▽各種保険
　任用期間や勤務時間等の一定の条件を満たす場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
　町の非常勤職員の公務災害補償制度が適用されます。
▽申込み締切日　６月 15日（月）必着　（土・日曜日を除く）

募集職種 募集人員 資格要件 業務内容 勤務日数・時間 報酬
（基礎額～上限額） 日給 勤務先 担当課

保育士 ２人 ・保育士資
格所有者

・子育て家庭の交流の場の提
供と交流の促進
・子育て等に関する相談
・子育てサークルの支援等

午前８時 45 分
～午後 5 時 15 分

（うち休憩 1 時間、週５日、土曜勤務あり）
149,910 円～

166,170 円 / 月 基山っ子
みらい館内
子育て交流

広場

こども課
みらい館係

☎９２－２３０５一般事務
補助 ３人 ・不問　 ・子育て交流広場業務の補助等 午前８時４５分～午後５時 15 分

（うち休憩１時間、週 2 ～ 3 日、土曜勤務あり）
6,740 円

～ 6,950 円




